見積依頼書

令和８年１月
左京区役所地域力推進室
総務・防災・地域連携促進担当：景山、長谷川
電　話（０７５）７０２－１００１
ＦＡＸ（０７５）７０２－１３０１

１　件名
京都市左京区総合庁舎植栽管理
２　履行場所
左京区総合庁舎（所在地：左京区松ケ崎堂ノ上町７番地の２）
３　履行業務の内容
別紙「京都市左京区総合庁舎 植栽管理仕様書」のとおり
４　見積提出期限
令和８年２月２０日（金）
※　見積書の提出前に現地下見をお願いします。下見は事前に右上の連絡先まで連絡し日程調整を行ったうえで実施をお願いします。
５　契約期間
令和８年４月１日～令和９年３月３１日
※　年間行程（予定）は別紙「京都市左京区総合庁舎 植栽管理仕様書」
　５の（３）年間行程表のとおり
６　備考
⑴　見積りに係る費用は、お支払いできかねます。
⑵　「左京区長」宛てで、FAXにて見積書を御送付願います。ただし、見積書の金額が１０万円を超える場合には、原本の御提出をお願いします（持参、郵送どちらでも可）。
⑶　見積書には、登録されている会社印及び代表者印の押印をお願いします。
⑷　見積もり合わせの結果、契約業者様にのみ御連絡します。
⑸　契約に至った際は、見積書原本の御提出をお願いします。
⑹　御契約時には、納期確認をお願いします。
⑺　本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結しません。また、左京区の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。
なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、左京区に対し、その補償等を一切請求することはできません。

